
項目名  感染症予防対策

■ 現状（概要）
 管内における感染症動向の情報還元

・ 国の感染症発生動向調査事業において，管内の患者発生情報を把握するため，

管内の定点医療機関（インフルエンザ：６か所，小児：４か所，基幹定点：１

か所，性感染症：１か所）から保健所へ毎週報告あり。

・ 報告を基に管内感染症情報として，毎週，２７５か所の関係機関（市村，医

療機関，社会福祉施設，学校等）にメール及びFAXにて情報提供している。

 新型コロナウイルス感染症対策

国内発生状況（感染者数）

全都道府県 合計 ４４万 ５０８ 人（令和３年３月８日現在）

(死亡者数 ８,３２１ 人)

県内 １,７６２ 人（令和３年３月８日現在）

(死亡者数 ２７ 人)

 結核・その他の感染症

患者発生時の対応及び感染拡大防止のための指導・助言

・ 結核登録者 R3.2月末現在 12名（うちR2年度新規患者 ４名）

・ その他の感染症（令和２年度発生件数）

梅毒１件，つつが虫２件，感染性胃腸炎の集団発生１件（保育所）

■ 取組状況（令和２年度）
 令和２年９月４日厚生労働省事務連絡「次のインフルエンザ流行に備えた体

制整備について」が出され，本県においても11月から相談・受診の流れを変更。

（フロー図参照）

発熱等の症状がある場合は，まずは，かかりつけ医に相談。かかりつけ医がな

い場合や相談する医療機関に迷う場合は受診・相談センター（旧帰国者・接触者

相談センター）へ相談する流れとなった。

● 受診・相談センター（県内各保健所等） １４か所

● 診療・検査医療機関 管内 ６０医療機関（R3.3.5現在）

（県では11月１日「診療・検査医療機関」を新たに指定。公表の同意が得

られた医療機関については，県ホームページに掲載中。）

● 電話相談医療機関 ２３カ所（管内２カ所）（R3.3.1現在）

● 一般相談窓口「コロナ相談かごしま」（R2.8.6開設，２４時間体制）

 管内及び管外（県内及び県外含む）での発生時における疫学調査等の対応

 海外からの帰国者に対するフォローアップ（２週間の健康観察）

令和２年４月～令和３年１月 ８７名
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■ 課題
・ 感染症（新型コロナウイルス感染症及び鳥インフルエンザ等）発生時に迅速に

対応できるよう平常時から関係機関との情報共有・連携体制の強化。

・ 管内市村における新型コロナウイルス感染症ワクチン接種の体制整備。

■ 依頼事項等
・ 新型コロナウイルス感染症に係る必要な検査及び医療体制の確保，ワクチン接

種の推進について，御理解・御協力をいただきますようお願いします。

・ 新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止について，住民等への広報・周知や，

偏見・差別の防止に御協力いただきますようお願いします。

- 2 -



- 3 -



- 4 -



- 5 -



- 6 -



- 7 -



- 8 -



- 9 -



- 10 -



- 11 -


